◆指定申請における注意事項
※厳守されていない場合は受付不可ですのでよく確認願います。

【提出期限】
新規申請は指定開始の前月の10日まで
例）令和7年４月1日～末日までの指定→令和７年３月１０日までに送信
※市の判断で指定日付近までに不備解消できない場合は，次月にずらしていただくことがあります。登記が完成していない場合は完成するまで受け付けできません。

更新申請は指定有効期間満了月の10日まで
※市からの通知はしておりません。更新書類の提出期限を過ぎると更新不可となります。その際は，新規での申請となります。事業所番号も変更になります。
[bookmark: _GoBack]
★提出は原則，電子申請でお願い致します。
ファイルはエクスポート機能を利用してPDFで提出してください。
※期日内に登記が未完成・不備状態では受け付けできません。期日後の不備で登記の修正が指定開始日に間に合わない場合も同様ですので，早めの提出をお願いいたします。

【介護予防支援事業所の指定とあわせて申請する場合】
介護予防支援事業所の指定申請も同時に必要です。

【指定が不要となった場合は早急に廃止・休止届出書の提出を！
・事業廃止や吸収合併等で指定のやり直しが必要となる場合をさします。

①指定申請書（新規か更新のいずれか※サービスごとに異なります）
②付表（サービスの種類にあったもの）
③付表（チェックリスト）
④添付書類（③に記載のある添付ファイル（省略するものを除く））
※新規指定の場合は外観と内装の写真を添付してください。

（更新申請の場合）
・前回の提出分から変更がない場合は省略できますが，提出時期や変更しているかわからない場合は全て提出してください。

※登記事項証明書は下記のページ発行してください。
　照会番号から情報の確認を行います。
https://www1.touki.or.jp/operate/05-01.html
※登記事項のみ郵送・窓口提出で受け取り可。登記書類以外は紙では受理できません。

体制等に関する届出書について
【新規指定の場合】
→体制等に関する届出書は提出必須です。
【指定更新の場合】
→今回変更しない場合は提出不要です。

勤務形態一覧表の作成における注意点≫
・勤務形態一覧の作成月は指定開始月を添付する。更新申請は指定月の前月でも可。
・配置要件・必要時間を満たしていない。法・基準を確認してください。
・資格者証は原本証明不要。要件を満たす資格証が必要です。
→1枚ずつではなく勤務表の順に１つのPDFにまとめてください。
・サービス提供時間＞勤務時間となっていないか確認してください。
・勤務形態の関数を壊して入力しないでください。※入力できない場合は市へ連絡してください。
・単位数分作成されていない。

最後に「指定申請書一式」にパスワードが設定してあります。
パスワードは「ｓitei」です。圧縮ファイルを解凍の際に入力してください。
